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１．組織の概要と認証・登録の対象範囲 

 １）事業所名及び代表者名 

      ナショナル貿易株式会社  

代表取締役 松岡泰生 

 ２）所在地     

本  社       明石市魚住町清水２３７８―３ 

TEL;０７８(９４１)９３４１㈹、 FAX；０７８(９４１)８１０５ 

URL;http://www.ntc-jp.com/    e-mail;gyomu@ntc-jp.com 

東京支店   東京都品川区西五反田８－１－１０ 

九州営業所  北九州市八幡東区昭和２－１－１７ 

＊）仙台営業所  仙台市若林区卸町１－６－１５ 

＊）名古屋営業所 名古屋市中区栄１－２２－１６ 

      注＊）：仙台営業所及び名古屋営業所は社員常駐拠点ではないため対象外とする。 

 ３）環境管理責任者(連絡担当者)  

      総務部 吉川 恵美子 

  ４）事業活動 

   工業用油剤（切削油剤・研削油剤・塑性油剤・洗浄剤・防錆剤・離型剤）及び関連機器（オイルスキ

マ－）等の販売  

   弊社は、国内の製造協力会社とタイアップで経済効果を重視し、金属・非金属加工分野における切

削・研削性、作業能率ＵＰ及び環境保全面等について配慮された独自ブランドの製品を扱っていま

す。また顧客の要望に基づく既存製品の改良・改善はもちろん、新製品の開発も積極的に行ってい

ます。 

 ５）事業の規模(７１期)  

拠点  全 社 本社/名古屋 東京/仙台 九州 

社員数  １９人  ９人  ８人  ２人 

        

２．実施体制図及び役割 

           

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者（環境管理代表者） 

取締役社長  松岡 泰生   

本社環境担当者 

総務部 吉川 恵美子   

東京支店環境担当者 

業務部 池田 好美 

九州環境担当者 

業務部 帆足 秀子 

環境管理責任者 

総務部  吉川 恵美子   

http://www.n/
mailto:gyomu@ntc-jp.com
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＜役割＞ 

 代表取締役：環境経営に関する総括責任 

        実施体制の構築（環境管理責任者を任命を含む） 

       環境経営方針の策定・見直し及び全従業員への周知 

       環境経営目標・環境経営計画書・環境経営レポートを承認 

       全体の評価と見直し・指示 

 

 環境管理責任者：環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの 

実施及び取りまとめ 

         環境関連法規制等取りまとめ表の作成 

         環境関連法規制等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施 

         緊急事態の対応手順書の作成・修正 

         環境活動の実績集計 

         環境活動の取組結果を代表者へ報告   

        

 環境担当者：自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告 

       緊急事態の訓練実施 

       特定された項目の運用管理 

 

 全従業員：環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚 

      決められたことを守り、自主性・積極的に環境活動へ参加 
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３．環境経営方針 

ナショナル貿易株式会社 環境経営方針 

 

ナショナル貿易株式会社は、主にオリジナルブランドで構成された水溶性金属加工油剤・洗浄剤等の工業

用製品群、および関連機器類を自社サービスネットワークを通じて全国の需要家に供給している。 

 

当社では、地域社会における環境負荷の低減は勿論、環境保全性により配慮された優良な製品の開発と提

供を通じて、いっそう広い地平における環境との調和を継続的に図るため、課題とチャンスをふまえ以下

の通り環境方針を定める。 

 

① 環境保全型製品の積極展開と増販、あらたな製品開発及び化学物質使用の適正化 

需要家における環境負荷低減に高く寄与する機能を持った製品をあらたに重点品「エコ・フレンド

リープロダクツ」として選別し、増販数値目標を定め、その達成を図る。 

更に環境保全性能を向上させたあらたな製品の開発及び化学物質使用の適正化に努め、その効果が

顕著な場合には、適宜上記のラインアップに投入する。 

 

②  多様に変化する需要家の環境ニーズに即応するサービスや情報の提供 

  一層高いレベルの顧客満足及び業務効率化に資する製品改良やサービス、情報提供について、常に 

その内容を見直し、迅速な実施提供に努める。 

  また、特に国内外の環境諸法令・規制については、顧客・需要家の立場に立って最新情報を収集し、 

それに基づく製品ラインアップの逐次改良をはじめ、情報等の開示や調査要請に対して常に即応出来

る態勢を整備する。 

 

③ 省資源・エネルギーの効率利用によりＣＯ２排出量の削減、廃棄物の削減及びグリーン購入の推進 

本社事業所における環境負荷をチェックし、廃棄物削減、省資源、省エネルギー、リサイクル、節水、

グリーン購入などの具体的活動を通じて、継続的な低減に取り組む。 

とくに営業車両の燃料消費量削減については、全ての項目において環境負荷低減に寄与するウェイト

が高く、その効率的運用を積極的に推進する。 

 

④ 当社事業活動に係る全ての環境法令・法規制等については、これを遵守する。 

 

⑤  環境コミュニケーションへの積極的取り組み  

   活動全般に基づく「環境経営レポート」を年一回作成し、ホームページへのアップ、 

EA21事務局への提出等を通じて社内外に公表する。 

                 

平成１５年１１月１日（制定） 

平成２６年 ６月１日（改訂） 

   平成２８年 ６月１日（改訂）

                                 平成３１年 ４月９日（改訂） 

                                令和４年 １１月１日（改訂） 

 

ナショナル貿易株式会社 

取締役社長 松岡 泰生 
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４．主な環境負荷の実績 

2019年度以降の主な環境負荷の推移は下記の通りである。 

年度例 2019 年度（2018.6～2019.5） 

項 目 単 位 
2019 年度

(69 期) 

2020 年度 

(70 期)  

2021 年度 

(71 期)  

N-COOL Intex400 の増販 

（68 期：目標前期の 110%） 

但し2019年度以降の重点品

は未選定（後述） 

L 
目標 1,316 

実績 2,648 
 ━ 

 

    

   ━ 

電力使用量   kWh 20,981 18.584 19,182 

ガソリン使用量 L 21,930 20,638 19,480 

二酸化炭素排出量 注 1 kg-CO2 60,115 55,049 52,558 

一般廃棄物排出量 

※再生利用量含まず 注 2 
kg 173 157 155 

水使用量 m3 61 55 67 

    注１ 電力：関西電力（0.334）、東京電力（0.455）、九州電力（0.347）公表の係数から算出 

        ガソリン：排出係数 0.0671kg-CO2/MJ ×単位発熱量 34.6(MJ/l) から算出 

注 2  焼却処分のみ 

 

５．７１期(2021)年度環境経営目標の実績・評価 

（1）製品・サービスに関する目標と実績 

 目標と実績 

あらたな重点品（環境対応型製品）は未選定。 

・環境関連重要法令の一についてあらたな改正が公布され（2023 年 4 月 1 日施行）、その影

響が現主力製品の広汎部分に及ぶことから、あらためて精査したところ、既存品中から新

たな重点品を選定することが不可となった。 

・そのため、新規開発品を新たな候補として選定し、一部顧客に於いて実用性能面の評価を

開始したが、年度内に充分なデータを得られなかったため、年度内において正式にライン

アップに投入することが出来なかった。 

・上記について一定の評価が得られ次第、改正法の施行に合わせ、７２期下半期（2022 年度

5 月期限）を目処として正式に重点品としてラインアップに加え、同時に初期販売数量目標

を設定のうえ７３期（2023 年度 6 月）より運用を開始する。 

 

「化学物質使用の適正化」について、本年度の取り組みと結果については以下の通り。 

      1）環境関連重要法令の改正（2023.4.1）及び国際条約の次回改定（推定 2026）内容に基づき、

それぞれ該当する化学物質（群）を含有する製品をリストアップし、それぞれ代替製品を選

定のうえ、SDS（ほか関連資料）の改訂、さらに顧客に対する適切なアナウンス方法や具体

的手段の構築について各メーカー社との折衝を開始、目下継続中。 

   2）「重要環境法令に於ける全製品のリスク評価」の結果、今年度も特段の課題や顧客からの指 

摘、顕著な苦情の発生はなかった。 

 3）安衛法に定める「顧客に於けるリスク管理（アセスメント）支援」については、従来同様に

日常のコンサルティング、メンテナンス営業の一環として継続中だが、新型コロナウイルス

禍の影響により、訪問を制限する顧客が増加したため、具体的な事例数としては前年度より

更に減少した。 
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 4）全社員対象の情報伝達・研修の定期的実施 

   タブレット端末を媒体としたリモートミーティングを定例化し、さらに web 上に設置した 

社内情報共有サイト「ナショナル貿易・管理システム」を活用して、主に以下をテーマとし 

た情報伝達と遠隔講習会を随時実施した。 

 

イ）1）に挙げた国内外の環境関連重要法令、諸規制の動向とそれに応じた対応について 

ロ）環境、安全衛生面に関する顧客からの問い合わせや要望事項について、直近の傾向と 

対応手段、或いは新たなニーズの把握 

ハ）イ）を含むユーザーのリスク管理支援について、実際的手段と直近事例の共有交換 

ニ）SDS（安全データシート）を巡る諸法令の改正について 

 

  以上詳細については 6．項「今年度の実績・評価」も参照されたい。 

 

（2）数値目標 

   前年度(70期、2020 年度)実績数値以下（維持）を目標とした。    

 

項目 

目標及び実績 

目標 実績 達成度 評価 

電力使用量(全社合計) 

kWh 

18,584 19,182 97% △ 

(内訳) 本社 8,874 9,405 94% △ 

    東京支店 7,741 7,691 101% 〇 

九州営業所 1,969 2,086 94% △ 

ガソリン使用量(全社合計) L 20,638 19,480 106% 〇 

※二酸化炭素排出量(全社合計) kg-CO2 55,049 52,558 105% 〇 

水使用量(本社のみ) m3 55 67 82% × 

一般廃棄物 

kg 

157 155 101% 〇 

(内訳) 本社 99 98 101% 〇 

    東京支店 36 36 100% 〇 

九州営業所 22 21 105% 〇 

注）評価欄にて、○：達成(100％以上)、△：やや未達成(90％以上)、×：未達成 

※ 数値は関西電力（0.334）、東京電力（0.455）、九州電力（0.347）公表の係数から算出 

（3）グリーン購入に関する目標と実績 

目標（数値目標とはしない） 

数値目標とはせずに文具等のグリーン購入の推進 

 実績   

  本社・東京支店ともに意識を持続。なお、九州営業所には本社から支給している。 

 

６．７1期(2021)年度 環境経営計画の実績・評価 

（１）主な環境経営計画の取組 

１.環境保全型製品の増販、あらたな製品開発 

新規開発品を新たな重点品候補として再選定のうえ、一部顧客に於いて実用性能の評価を開始

したが、年度内に充分なデータを得ることが出来なかったため、当開発品の正式な重点品選定

とラインアップ投入、初期増販目標の設定を 72 期（2022-23）年度の重点目標として掲げるこ

ととした。 
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２．化学物質使用の適正化について 

「関連全法令に係る全製品のリスク評価」により、あくまで年度内に於いては顧客や製品自体 

の対応を要するレベルの法改正や解釈上の変更が無いことを確認した。 

但し、①国内重要法令の改正施行（2023.4.1）に加え、急きょ早期の対応が必要となった、 

②関連国際条約の次回改正（推定 2026 発効）については、72 期（2022-23）年度に於ける最 

優先事項として各々適切な製品対策と顧客対応を行う必要が明らかになった。 

同時に「ユーザーに於けるリスク管理（リスクアセスメント）」支援についても、まず上記①②

の対応が必然的に主体となるため、72 期は従来の別項目としてではなく、一連の行動目標と

して顧客コンサルティング、メンテナンス営業に反映させねばならない。 

３．社内教育の実施について 

タブレット端末を媒体としたリモート会議、社内講習は、既に各部署において月次レベルで定

例化している。72 期年度は上記２．の取り組み推進のため、さらに速やかな全社的情報共有と

知識、スキルの向上に繋げたい。 

 

（２）各環境負荷の結果 

・電気使用量 

    活動＝エアコン・電灯・パソコンの効率利用は継続しているが、コロナ禍の影響による営業

時間のカットも相当分を占めると思われる。 

    評価＝東京は前年度より削減出来たが、本社と九州は前年度より増加。上記の通り拠点ご 

と実施した時短営業や残業カットがどの程度寄与しているかは不明。おそらく、猛暑 

による空調設定温度の上昇も影響しているかと。来期も従来の節電活動を続ける。 

・車両ガソリン使用量 

   活動＝エコドライブ（アイドリングのカット、急発進急加速の抑止など）の実施、適切な車 

両整備（特にタイヤ空気圧）及び計画的な営業走行の励行を継続中。 

   評価＝ガソリン消費量は前期に続いて 71 期も減少。但し、年度初からのコロナ渦の影響に 

よる営業エリアの行動制限（とくに訪問自粛）が相当寄与していることは明らか。 

なお、同じくコロナ禍の影響により営業部の新規採用は実施できなかった。 

・廃棄物排出量 

   活動＝コピー用紙などの裏紙使用の徹底、ヤマト運輸の機密文書リサイクルを活用 

   評価＝上記の取り組みは継続しており、前期とほぼ同量。全社での廃棄処理を要する注文書 

類のペーパーレス化も進んでおり減少傾向を期待したい。但し、不要 DM 等（可燃 

ごみ）の紙類がほぼ同量。引き続き、紙の再利用は継続する活動を続け、ゴミ排出 

量の徹底を意識して行く。 

・水使用量 

   活動＝節水奨励 

   評価＝残水を掃除時に再利用など節水励行に努めるなど努力してるが前年度より微妙に 

増加した。本社での営業会議の主流がリモート会議となり、利用頻度も減少したもの 

の増加している。来期も引き続き従来の節水奨励を続ける。 

・グリーン購入 

   活動＝可能な限りグリーン商品を購入するよう心掛ける。 

   評価＝注文する際は購入履歴を確認しながら可能な限りグリーン商品を購入していた。 
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７．次期７２期以降の中期目標と取り組み内容 

１. 新たな重要法改正に伴うリスクを最低限に抑制し、且つ優れた実用性能をも担保された開発品

を重点品の候補として絞り込み、 

① 72 期上半期内を目処として、一部顧客での実用性評価を取りまとめる。 

② 72 期下期内に性能評価を確定させ、正規品番としてラインアップを完了する。 

③  73 期初より重点品として初期の販売数量目標を設定する。 

④  以降毎年度の販売実績に基づき、逐次適切な目標を設定して増販に取り組む。 

 

２．化学物質使用の適正化について 

 内外の環境関連重要法令及び国際条約の改正に対し、各々適切に対応することを 72 期の最優

先項目とする。 

  ① 各メーカー社との協議を通じて、全製品のラベル・SDS・商材資料の改訂について、それ

ぞれの施行或いは顧客・市場の求める期間内に完了させる。 

  ② ①に加えて、それぞれの改正内容と、製品使用上の留意点を適正かつ判り易く案内した社

外資料を作成配布し、顧客の適切な判断と法令対応を促す。 

  ③ ①②に付随して、各メーカー社との協力と顧客情報の収集により、それぞれの改正に対応

した代替製品群のラインアップ充実に努め、顧客により広い選択肢を提供する。 

  ④  定例化したリモートミーティング・社内講習に加え、社内ツールの活用を以て、新たな情

報や社内事例を即時全部署に共有させる。 

通常のコンサルティング・メンテナンス営業活動についても上記②③④の徹底を図ると共に、

これを安衛法「ユーザーに於けるリスク管理（アセスメント）」支援のための優先項目として位

置づけ、一層の差別化を図る。 

その他従来の取り組み「関連全法令に係る全製品のリスク評価」「国内外の法規制改正、対象物

質のあらたな拡大や変化に関する情報収集とチェック」「顧客から依頼される調査要請内容の変

化に基づく動向調査」により、より広汎かつ最新の化学物質情報の収集整理と社内共有を今後

も継続する。 

３. ガソリン消費量の低減 

 前年度維持を目標とする。引き続き訪問環境の変化に即応しつつ、効率の良い営業活動に 72 期

以降も取り組んでいく。     

４. 各拠点のその他の環境負荷 

 各項目とも前年度維持を目標とする。取組内容も継続する。   

５．e-文書法の実施を推進 

 社内資料（内勤者の出勤簿・製品カタログ・営業員作成資料）のほか、顧客台帳の電子化をさ

らに進め、テレワーク体制の構築、充実にも寄与させる。 

 財務書類については委託税理士と協調のうえ引き続き電子化を推進する。 
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８．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無 

７１期 環境法令等の一覧及び各拠点の評価   

 

評価日 令和４年５月末日   

 

○は遵守  

△は指摘 

--は非対象 

規制の内容 チェック項目 
本

社 

東京 

支店 

九州

(営) 

本社一般廃棄物の処分 委託先である金澤産業との契約書、許可証の       

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 期限、回収日の確認 
〇 --- --- 

（明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例） 許可証の有効期限：2024（R6）年 3 月 31 日 

許可委託業者を用いる義務        

東京支店、九州営業所の一般廃棄物の処分 東京 委託であるビル会社に適正処分の確認 
--  ○ ○ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 九州 北九州市の条例に則り、遵守の確認 
  

産業廃棄物 切削油等在庫品の処分本社のみ 委託先であるダイセキとの契約書、許可書の 

〇 

    

廃棄物処理法第 12 条の 3 第 7 項に基づき 期限の確認 

--- 

  

--- 

  

 

県へのマニフェスト交付報告義務（毎年 6 月） 

  

産業廃棄物管理票交付等状況報告書 

収集許可の有効年月日： 

2026（R8）年 4 月 18 日 

処分許可の有効年月日： 

2028（R10）年 12 月 23 日 

交付等状況報告書提出日 

2022（R4）年 4 月 15 日 

フロン排出抑制法 平成 27 年 4 月施行 ３ヶ月に一度チェックシートに基づき点検 

記録の保存 
○ --- --- 

業務用エアコンの点検義務 本社のみ 

ＰＲＴＲ法、労働安全衛生法 販売先への資料配布提供の有無と、記載確認 
〇 --- --- 

ＳＤＳの発行記載義務 対象品は金属加工油剤・洗浄剤・防錆剤 

自動車 NOｘ・PM 法、リサイクル法 基準適合車の購入と支払いの確認 〇 --- --- 

自主規制の内容 チェック項目       

ＲＥＡＣＨ規制 製造元及びメーカーの協同で非含有の確認 〇 --- --- 

関連法や諸規制で指定された化学物質の使用制

限 
対応した製品のラインアップを推進 〇 --- --- 

消防法、製品の保管義務 

委託倉庫の危険物等の保管状況を都度確認 

（本社：碓永自動車  東京：三和倉庫） 

毎月末の在庫表にて数量確認 

○ --- --- 

グリーン購入法 自社の購入基準表に基づいての購入の確認 ○   ○  ○ 

関連する法規制の遵守状況の評価結果及び適用を受ける法規制等の逸脱はありません。    

なお、関係当局より法規制の違反等の指摘及び訴追は過去 3 年間以上ありません。    
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９．代表者による全体評価と見直しの結果(令和 4 年 12 月 1日)   代表取締役 松岡泰生 

№  個別見直し項目 社長コメント 

１ 環境経営目標の達成状

況  

あらたな重点品の選定については、来年度内に施行される重要法令の改正内

容を踏まえ、あらたに新規開発品から候補品を選定して顧客評価に入ったが、

期間内に実用性能上の評価を充分に得ることが出来なかったため、正式ライ

ンアップ及び初期数値目標の設定は来年度目標として持ち越すことになっ

た。但、既に選定と基礎データの確認は終わっており、来年度中、出来る限り

早期に目標化のうえ取り組みを開始したい。 

「化学物質使用の適正化」について、先ずは間近に迫った重要法令改正に係る

顧客対応を最優先項目として取り組み、既に改正内容に適合した SDS・製品

ラベル・その他製品資料等の改訂について準備を完了したが、顧客に対して、

より判りやすく改正内容と適切な対応方法について伝達周知するための手段

に未だ不足が感じられたため、サプライヤとしての姿勢を交えた説明冊子の

作成に着手している（来年度、改正施行前の作製配布を目標とする）。 

一方、2026 年度末の発効が予想される国際条約改正に抵触する可能性が高い

製品群について、市場及びメーカー社の要請から、急きょ来年度後半の対応が

必要となった。年度内に具体的な準備に入ることはほとんど出来なかったが、

元来、国内重要法令の改正と同等の重要性を有している事柄のため、来年度の

優先取り組み目標として掲げ、早々よりメーカー社との協議に入る予定。 

社内教育と情報共有の緊密化とスピードアップについて、今年度はタブレッ

ト端末を活用した従来のリモートワークに加え、部署全員が同時に参加する、

遠隔ミーティングや講習の定例開催を日常化することが出来た。 

営業車ガソリンの消費量カットについては、引き続き新型コロナウイルス禍

による顧客の訪問制限が大きく影響しているが、それがかえってムダな動き

を抑制する意欲につながっている一面もあり、ひいては数値目標の達成に寄

与しているものと評価している。その他、CO2 排出量はじめ、環境負荷諸項

目の低減についても上記同様、いっそうムダを避けようとする各部署の意識

向上が感じられる。来年度以降も継続した効率化推進のため、さらに自発的か

つ能動的な行動を心がけるよう指示した。 

２ 環境法規制の遵守状況   違反なし。 

３ 環境法令の設定・改廃

の状況 

年度内においては国内重要法令の改正はなく、製品のリスク評価や顧客情報

において、抜本的な対応を要する事柄はなかったが、今後は上記 1．で挙げた 

内外法令・規制の改正に対応するため ①それぞれの規制物質を含有しない

代替製品（必要に応じて新規開発または成分代替）のラインアップ充実 ②各

改正内容と、顧客に於ける適切な対応について、分かりやすく伝達周知させる

ための手段拡充 以上二点が重要となる。 

ユーザーが行う（安衛法に基づく）リスクアセスメントへの支援対応について

も、上記①②の推進が必須となるため、今後当面は別項目としてではなく、一

連の行動目標として顧客コンサルティング、メンテナンス営業に反映させな

ければならない。 

環境経営方針     □ 変更なし  ☑ 変更あり 令和 4 年 11 月 1 日見直し 

環境経営目標・計画  ☑ 変更なし  □ 変更あり (環境経営レポート記載の通り) 

実施体制       ☑ 変更なし  □ 変更あり 

なお、2021 年 6 月～2022 年 5 月の間、外部から環境に関する苦情はありませんでした。 
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72期以降の環境経営目標と環境経営計画                  2022.12.1 

１．化学物質使用の適正化・あらたな法改正対応 

 1-1 環境経営計画の運用、実行手順 

   特に重要な法改正（2021 年 10 月公布・2023 年 4 月施行）及び国際条約改正（2026 年発効推定）

への対応については以下の通り特記事項として記述し、活動計画に組み入れる。 

イ．全製品（水溶性油剤・洗浄剤・不水溶性油剤・塑性加工油剤）の成分情報を精査し、改正内容

と突き合わせ、それぞれの品種ごと、メーカー社との連携を以て代替品を選定或いは開発し、

ラインアップに加える。 

ロ．同じくメーカー社との連携により、全ての現行品を対象として、法改正に適合した SDS・製

品ラベル・その他製品資料・商材の改訂を実施する。 

ハ．以上については法施行前、2023 年 3 月までに完了させ、逐次顧客への提供を開始する。 

ニ．上記法令・規制の改正内容を踏まえ、あらたな開発品より本計画における重点品として選定

のうえ、販売目標を策定し、増販に入る。 

 

方  法 監視・測定方法 

顧客に於ける環境保全により寄与

させるため、環境リスクを最低限

に抑制し、且つ充分な実用性能を

有する、あらたな重点品番を開発

選定して増販体制を執る 

 

① あらたに候補として選定した開発品について、顧客に

於ける実用性能評価を完了のうえ、正式に重点品とし

てラインアップに投入、増販に入る。 

 

② 上記各段階の目標期日 

◆2023.5 顧客に於ける実用性能評価完了。 

◆2023.6 重点品としてラインアップ完了 

◆2023.7  初期販売目標の設定～増販開始 

◆2023.8～ 販売実績に応じた目標管理の実施 

 

以上の実施責任は経営者に存する 

 

直近の重要法令及び国際条約の

改正に対応した取り組み 

 

・それぞれに対応した代替品の

選定開発 

・同じく適合する SDS・製品ラベ

ル・製品資料・商材の改訂 

・改正の内容及び顧客に於ける適

切な対応について、分かりやす

く周知するための伝達資料の作

成配布 

 

 

①  代替品のラインアップ投入時期について 

国内重要法令改正への対応・・2023.2 月末 

国際条約改正への対応・・・・2023.5 月末 

以上を期日目標とする。 

代替品の選定（或いは開発）は、経営者及び営業部特定 

メンバーによる相互協議で随時決定する。 

 

②  適合 SDS・ラベル・資料商材の改訂時期について 

2023.3 月末迄に準備を完了し、4 月度より随時配布に

着手する。 

改訂作業はメーカー協力を得て本社業務部が行い、経

営者のチェックを経て社内全拠点に配布共有する。 

 

③  伝達資料の作製は経営者が行い、全社営業部に対して 

配布を指導指示する・・2023.3 月上旬までに開始。 
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④ 営業部は①②③で得られた「代替品」「適合した製品資

料」「周知のための伝達資料」を効果的に援用のうえ、 

顧客に対する通常のコンサルティング・メンテナンス

営業活動の一環として優先的に位置づける。 

 

化学物質情報の収集と社内共有、

教育 

① 関連諸法令・規制に係る全

製品のリスク評価を継続 

② 国内外の法規制改正、対象

物質の範囲拡大や変化に関

する情報収集とチェックを

随時行う 

同時に顧客から依頼される

調査要請内容の変化に基づ 

く動向を調査、チェックし

データとして蓄積する 

 

 

 

 

営業部・社外関係先・関連団体・web サイト等の情報に基づ

いて随時経営者が監督管理し、うち重要と判断した事柄は資

料化のうえ、定例ミーティング・講習等を通じて全社に周知

し、その都度記録する。 

 

 

通常のコンサルティング・メンテ

ナンス営業活動の一環として、安

衛法に於ける「ユーザーに於ける

リスク管理（アセスメント）支援」

を積極的に位置づけ、実施を継続

する。 

 

 

当項目は、前々項「直近の重要法令及び国際条約の改正に対

応した取り組み」と同一視のうえリンクさせ、通常営業業

務における優先行動目標に位置づける。 

なお、結果については社内 web ツールを用いて定期報告書

に各自記載する。 

経営者はこれを実例として集積記録し、同じく社内 web ツ

ールを通じて全社での相互交換と共有を促す。 

全社員を対象とした情報伝達・講

習の定期的な実施。 

タブレット・web ツール等を活用

した基本情報の交換・共有手段の

構築と運用、リモートミーティン

グの随時実施 

 

 

「環境教育記録」実施記録を取る（経営者） 

タブレット端末（Web 共有ツールをインストール済）を積極

的に活用し、全社員が同時かつ相互に情報を共有する。 

（経営者・営業部・業総務部） 

同じくタブレット端末による営業部のリモートミーティング

や講習を継続し、一層伝達速度を向上させる。 

（経営者・営業部・業総務部） 
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２．環境負荷の低減 

 

2-1環境負荷の低減のための取組みとしては、下記事項を監視項目とし、削減のための数値目標は定め

ず前年度実績の維持に徹する。 

① 営業車 10 台のガソリン使用量とその CO2排出量換算値 

 各人の燃費を計算し、結果を管理する 

② 事務所の電力使用量 

③  〃 一般廃棄物排出量 （再生利用含まず） 

④  〃 水道水使用量 本社のみ 

⑤   グリーン購入 商品等の文具は、可能な限り「たのめーる」を活用する。(集計表あり) 

 

2-2環境経営計画の運用、実行手順 

 

① ガソリン使用量 全社 

a) アイドリングストップ、アクセルむらのない「エコ運転」の推進徹底 

b) 急発進及び急停止の禁止 

c) 車両点検整備の定期実施とチェック 

d) 車両毎、燃料消費量・走行距離・燃費の月次報告義務化 

e) 社用全車に低燃費・低公害者を採用（車種一覧有り） 

f) 経営者による各担当者に対する行動計画段階からの月次チェックと是正 

 

 

② 電力使用量 

a) 全社 昼休み、不要箇所の消灯及び不要機器の電源シャットオフ励行 

b) 〃 空調機器の温度設定を冬季は 20℃、夏季は 28℃を極力遵守  

   ※温度設定は夏冬の気温に応じて調整し、無理のない範囲で取り組むよう心がける 

c) 〃 ＯＡ機器、照明及び空調機器類は、エネルギー効率の高い製品の優先導入 

d) 本社 パーテーションの隙間を埋め、冷暖房管理を徹底 

e) 〃 夏期の日差し対策として窓外側にスクリーンを取り付ける 

f) 〃 サーキュレーターで、室内の温度を均等に保つ 

ℊ）〃 蛍光灯を LEDに交換予定 

 

③ 一般廃棄物排出量 

紙類の購入量（使用量）の抑制、再生利用の向上 

a) 全社 廃棄物の分別（可燃、不燃）の徹底励行（分別ゴミ箱の使用徹底） 

b) 〃 紙材のリサイクルの推進 

c) 本社  他社表記の梱包用段ボールの再利用促進 

 

  ④ 水道水使用量 

   極力 節水に努める 

 

2-3 事務所の活動 

 

① ＥＡ２１ファイルサーバに保存されている各事務所の環境負荷低減項目を閲覧し 

相互理解を深め、円滑な業務運営に貢献する 

② 当社独自の e-文書法の実施を推進する 
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３．環境法令・法規制等の遵守 

  それぞれ対象法令ごと遵守状況をチェックし、逐次記録する 

 

４．環境上の緊急事態の試行及び訓練 

  

５．問題点の是正処置及び予防処置 

 

６．最新版「環境経営レポート（第 72 期）」の発行 

2023 年 10 月 10 を目標として速やかに作成する。 

また当社ホームページにアップし、同じくＥＡ21 地方事務局へ提出する。 


